
 
議
第
百
三
十
七
号

 

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部

　
　
　

 

　
　
　

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て　
　
　

 　

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

 

行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
日
提
出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事　
　

江　

崎　

禎　

英

 

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部

　
　
　

 

　
　
　

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　

 

 

　

（
岐
阜
県
教
育
職
員
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

岐
阜
県
教
育
職
員
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
条
例

 

第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

　
　

第
一
条
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　
　

第
三
条
第
一
項
中
「
あ
る
者
」
の
下
に
「
（
指
導
改
善
研
修
被
認
定
者
（
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
の
日
か
ら 

同
条
第
四
項
の
認
定
の
日
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
」
を
加

え
、
「
百
分
の
四
」
を
「
百
分
の
十
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
者
」
の
下
に
「
及
び
指
導
改
善
研
修
被
認

 

定
者
」
を
加
え
る
。

 

　
　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

 

４　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分

 

の
十
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

  

令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
五

  

令
和
九
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
六

  

令
和
十
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
七

 

－69－



－70－

 

令
和
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
八

  
令
和
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
九

 

 

　

（
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
条
例

 

　

第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
か
ら
第
八
号
」
を
「
第
二
号
か
ら
第
六
号
」
に
改

め
、
「
、
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
」
を
削
り
、
同
項
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を

 

削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　
　

第
二
十
条
の
二
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
第
四
号
か
ら
第
八
号
」
を
「
前
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
」

 

に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
中
「
八
千
円
」
を
「
八
千
二
百
円
」
に
、
「
応
じ
て
」
を
「
応
じ
、
人
事
委
員
会

 

規
則
で
定
め
る
校
務
の
種
類
に
係
る
業
務
の
困
難
性
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
」
に
改
め
る
。

こ
の
表
の
額
に

円
こ
の
表
の
額
に

円
を

４
級
で

　
　

別
表
第
三
ロ
の
表
備
考
㈡
中
「

7
,
7
0
0

」
を
「

1
1
,
5
0
0

、
、

あ
る
職
員
の
給
料
月
額
は
こ
の
表
の
額
に

円
こ
の
表
の

3
,
8
0
0

」
に
改
め
、
別
表
第
三
ハ
の
表
備
考
㈡
中
「、

7,
5
0
0

」
を
「

1
1
,
5
00

4
,
0
0
0

額
に

円
こ
の
表
の
額
に

円
を
４
級
で
あ
る
職
員
の
給
料
月
額
は
こ
の
表
の
額
に

、

 
円

」
に
改
め
る
。

 

　
　
　

附　

則

 

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

  

 

　
　
　

提　

案　

説　

明

 　

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

 

行
に
伴
い
、
関
係
条
例
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
。

  

 


